
継続診療加算について
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●継続診療加算等の算定状況（令和２年５月診療分）

医療機関数
●継続診療加算の年次推移（各年５月）

在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料 （平成30年度診療報酬改定において新設）

継続診療加算 216点（１月に１回）

在支診以外の診療所が、かかりつけの患者に対し、他の医療機関との連携等により24時間
の往診体制と連絡体制を構築した場合の評価。
［主な算定要件］

(1) 当該保険医療機関の外来又は訪問診療を継続的に受診していた患者であること。
(2) 算定患者ごとに、連携する医療機関との協力等により、24時間の往診体制及び 24時間の連絡体制を構築すること。
(3) 訪問看護が必要な患者に対し、訪問看護を提供する体制を有していること。

算定件数

出典：社会医療診療行為別統計 8
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継続診療加算（在宅時医学総合管理料）

在宅時医学総合管理料（在支診・在支病以外の診療所）
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①定期的に訪問して診療を
行った場合の評価

②総合的な医学的管理等
を行った場合の評価

③指導管理等に対する
評価

同一建物居住者以外

在 宅 患 者 訪 問 診 療 料 ( 1 回 あ た り )

在宅がん

医 療

総 合

診 療 料

○ 在宅医療に対する診療報酬上の評価は、①訪問して診療を行ったことに対する評価、②総合的な医学的管理に対する評価、
③人工呼吸器その他の特別な指導管理等に対する評価の、大きく3種類の評価の組み合わせで行われている。

在宅人工呼吸指導管理料その他の特別な指導管理等に応じた評価

○単一建物診療患者数、重症度及び
月の訪問回数により段階的に評価
○特別な指導管理を必要とし、頻回
の診療を行った場合等は加算によ
り評価

※末期の悪性腫瘍
の患者に、週4
回以上の訪問診
療・訪問看護等
総合的な医療を
提供した場合の
包括的な評価

※特に規定するも
のを除き、診療
に係る費用は包
括

○居住場所により段階的に評価
○乳幼児等の診療、看取り等については、
加算により評価

○原則として週3回の算定を限度とする
が、末期の悪性腫瘍等一部の疾患につい
ては例外を規定

※上記に加え、検査、処置その他診療に当たって実施した医療行為等については、特段の規定がない場合、出来高にて算定することができる。

在宅時医学総合管理料
施設入居時等医学総合管理料 (1月あたり)

同一建物居住者

在宅医療における診療報酬上の評価構造（イメージ）
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＋継続診療加算（在支診以外の診療所のみ）

中医協 総－1－１（改）
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主な診療報酬
※ 在宅療養支援診療所：在支診

在宅療養支援病院：在支病

機能強化型在支診･
在支病（病床あり）

機能強化型在支診・
在支病（病床なし）

在支診・在支病 その他の診療所
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①月２回以上訪問
（重症患者） 5400点 4500点 2880点 5000点 4140点 2640点 4600点 3780点 2400点

3450点
3666点

2835点
3051点
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②月２回訪問
4500点 2400点 1200点 4100点 2200点 1100点 3700点 2000点 1000点

2750点
2966点

1475点
1691点
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966点

③月１回訪問
2760点 1500点
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点
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①月２回以上訪問
（重症患者） 3900点 3240点 2880点 3600点 2970点 2640点 3300点 2700点 2400点

2450点
2666点

2025点
2241点

1800点
2016点

②月２回訪問
3200点 1700点 1200点 2900点 1550点 1100点 2600点 1400点 1000点

1950点
2166点

1025点
1241点

750点
966点

③月１回訪問
1980点 1080点 780点 1800点 990点 720点 1640点 920点 680点

1280点
1496点

725点
941点

560点
776点
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継続診療を算定する場合の管理料の比較
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○ 在支診以外の診療所が、かかりつけの患者に対し、他の医療機関との連携等により24時間の往診体制と連絡体制を構築し
継続診療加算を算定した場合の点数は以下のとおり（赤字部分）。

上端：通常の点数
下段：継続診療加算込み



継続診療加算について

○ 継続診療加算を算定していない理由は以下のとおりであり、最も多いものは、「24時間の連絡・往診体制構築
に向けた協力医療機関が確保できない」であった。

図表 98 継続診療加算を算定していない理由（⑦において、算定回数が0回の場合）

n=35

その他

24時間の連絡・往診体制構築に向け
た協力医療機関が確保できない

訪問看護の提供体制が確保できない

当該加算の算定対象となる患者がい
ない

経営上のメリットが感じられない

往診・訪問診療は行わない方針であ
る

48.6

34.3

22.9

17.1

14.3

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

出典：令和２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査

継続診療加算を算定していない理由
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「24時間」の要件について
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○ 24時間の往診体制や連絡体制等についての要件は以下のとおり。
○ 継続診療加算においては、当該医療機関単独又は他の医療機関と連携した上で、24時間の「往診を行う体制」及び「連
絡を受ける体制」を求めている。

24時間要件

往診を行う体制 訪問看護を行う体制 連絡を受ける体制

単独 連携 単独 連携 単独 連携

在宅療養支援診療所

単独型 ○ × ○ ○ ○ ×

連携型 ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他 ○ ○ ○ ○ ○ ×

在宅療養支援病院

単独型 ○ × ○ ○ ○ ×

連携型 ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他 ○ × ○ ○ ○ ×

継続診療加算 ○ ○ － － ○ ○

○：要件を満たす
×：要件を満たさない
－：施設基準上の要件ではない



地域で取り組まれている在宅医療連携モデル（例）

○ 各地域において、在宅医療を提供している医療機関同士の連携が、様々な形で行われている。

（１）在宅医の相互協力

• 医師会療養相談室が仲介を行う主治医・副主治
医制の運用

• 在宅医が学会等へ参加する等の事情で看取りが
必要な患者の対応ができない可能性がある等の
場合、別の在宅医が当該患者の対応を行えるシ
ステムを運用

○ 板橋区ではもともと地域に根付いた２代目、３代目の在宅医が多く、地域に根付いた医療
が行われていた。

○ 区主催の「在宅医療推進協議会」（年１回開催）では病床確保等について協議が行われ、
同じく板橋区主催（Ｈ28 までは医師会主催）の「在宅療養ネットワーク懇和会」（半年に１回開

催）では、医師会・薬剤師会・歯科医師会・ケアマネジャー等が持ちまわりで主催を行い、地域
医療についての検討が行われている。

背景

連携の一例

13出典：在宅医療連携モデル構築のための実態調査報告書（医政局委託事業）



地域で有効に機能している在宅医療連携モデル（例）

○ 各地域において、在宅医療を提供している医療機関同士の連携が、様々な形で行われている。

（２）かかりつけ医によるグループ形成

• 医師会及び市による、かかりつけ医グループ形
成によるバックアップ

• 主治医（患者を主に訪問診療する医師）と副主治
医（主治医が訪問診療できない時の訪問診療を
補完する医師）とが相互に協力して患者に訪問
診療を提供する。

○ 柏市では、長寿化の進展により慢性疾患患者が増加し、 「病院完結型」から、在宅生活
を支える「地域完結型」の医療・介護サービス提供に迫られている（病院は多いが病床稼働率
が高く、早晩患者受入れの限界になる）。
○一方、診療所は外来対応で忙しく、専門領域外の医療や24 時間対応に不安があり、在宅

医療に取り組む医師が少なかった。
○ そこで、柏市は柏市医師会と理念共有のもとで、多職種を巻き込みながら、在宅医の増
加・連携づくり・市民啓発に取り組んでいる。

背景

連携の一例

14出典：在宅医療連携モデル構築のための実態調査報告書（医政局委託事業）



（継続診療加算について）

・ 平成30年度診療報酬改定において、在支診以外の診療所が、かかりつけの患者に対し、他の医療機関との連携等によ
り24時間の往診体制と連絡体制を構築した場合の評価として、継続診療加算を新設した。算定回数は平成30年と比較して
令和２年は増加していた。
・継続診療加算を算定していない理由として「24時間の連絡・往診体制構築に向けた協力医療機関が確保できない」が最も
多かった。

・各地域において、今後も増大する在宅医療のニーズに対応するために、地域の医療資源等を踏まえた上で、医療機関等
が適切に役割分担すること等により、在宅医療の提供体制の構築が進められている。

在宅医療に係る課題(小括１)
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